
を代理人と定め

記

・住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定に基づく、
　長期使用構造等であることの確認審査に関する手続き、提出図書の作成、
　訂正及び登録住宅性能評価機関から交付される文書の受領

年 月 日

住　所

氏　名

私は

物 件 名

敷地の地名地番

委　任　状

下記に関する権限を委任します。
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